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令 和 ２ 年 ６ 月 ３ ０ 日 付 け を も っ て 、 当 審 議 会 が 諮 問 を 受 け た ｢適 正 な
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１ 

 

 

は  じ  め  に 
 

令和２年６月３０日、当審議会は、市⾧から「適正な下水道使用料のあり方」について

諮問を受け、４回にわたり慎重に審議を行った。 

 

 下水道は、生活環境の改善や河川の水質保全に大きく貢献し、降雨時における市街地の浸

水防除とともに、快適で安心な生活を送るうえで必要不可欠な社会基盤である。 

本市の下水道事業は、昭和６３年度に公共下水道の供用を開始して以降、平成前期に市街

化区域において集中的な整備を実施し、その後、平成２３年度からは市街化調整区域の整備

に本格的に着手し、現在も『未普及解消アクションプラン』に基づく整備を進めている。こ

のことにより令和２年４月１日現在での下水道人口普及率は７４．７％となった。 

 

 下水道事業をとりまく環境は、節水型機器の進化や節水意識の高揚などに起因した水需要

の減少により、下水道使用料の増収が大きくは見込めない状況にある一方で、将来、施設の

耐震対策、老朽化対策及び維持管理費が大幅に増加していくことが想定される。 

 

 現在、老朽化対策に関しては、平成２９年度に策定した『豊田市下水道ストックマネジメ

ント計画』に基づき、平成３０年度から計画的な施設の点検調査を開始し、緊急度の把握と

改築更新計画の策定を進めている。 

 

 当審議会は、諮問に対し、こうした諸情勢を踏まえ、他都市の状況や下水道使用料を始め

とする経営状況の分析とともに、次期経営計画案等の審議を行った結果、次のような結論を

得たのでここに「適正な下水道使用料のあり方」について答申する。 

 

 最後に、本市の下水道事業の健全な経営とその発展のために、この答申が十分に尊重され

ることを切望する。 
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本           文 
 
１ 答申内容 

  当審議会は、上下水道局から提出された「下水道事業経営計画（案）」に基づく「下

水道使用料」について精査し、以下のとおりの結論に達した。 

 

（１）下水道使用料は据え置きとする。 

（２）使用料算定期間は、令和３年度～令和６年度（４年間）とする。 

 

２ 答申に至った理由 

（１）下水道事業における本市の繰出基準により、収益的収支における純利益や内部留保

資金が確保できる見通しである。 

（２）現行の下水道使用料を継続した場合の財政収支予測では、令和３年度から令和６年

度の公共下水道事業における資本費算入率は５０％台で安定的に推移する見込みで

ある。また、下水道事業全体の経費回収率も平成２３年度に企業会計へ移行してか

らは、改善傾向にあり算定期間中も安定的に推移する見込みである。 

（３）一般会計繰入金が、平成２９年度から令和２年度までと比較し、大幅に減少する財

政収支予測となっており、一般会計の負担の削減が図られている。 

（４）消費税増税や新型コロナウイルス感染症の流行など近年の社会情勢に鑑み、市民生

活や経済活動への影響を考慮すると、下水道使用料は現状維持が適切と思われる。 

 

以上のことから、下水道使用料は据え置くこととする。ただし、今後も、効率的な事

業運営を目指し、さらなる経費削減や未接続世帯の解消による使用料収入の増収など、

より一層の努力を図られたい。  
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３ 附帯意見 

   下水道事業を適正に運営していくためには、財政基盤の強化や下水道施設の適切な

維持管理を図っていくことが必要である。 

また、近年の全国的な傾向として人口減少や節水型社会への移行などに起因する水

需要の減少に伴い収益の減少が懸念される一方、下水道施設の耐震対策に加え、加速

度的に進行する下水道施設の老朽化への対策が重要な課題となっている。豊田市にお

いても、同様の事態を想定することが重要であり、今後は、以下の点に留意し、計画

的かつ効率的に事業を進められたい。 

 

（１）ＩＣＴ等の新技術の導入やさらなる経費削減の手法の検討を行うなど、事業及び経

営の効率化に向けた努力を続けられたい。 

（２）公営企業として独立採算が求められる下水道事業において、一般会計との適正な経

費負担区分を前提に、汚水処理に係る費用については経費回収率１００％以上を目

指すべきとされている。税制改革などにより一般会計では今後も厳しい財政状況が

続くことを踏まえ適正な負担割合を検証するとともに、独立採算に向けた収支構造

の適正化を図られたい。 

（３）南海トラフ地震等の発生の懸念をはじめ、近年、気候変動に伴う降雨量の増加等に

よる水災害の頻発化・激甚化が懸念される。災害時における危機管理体制をより一

層充実させるとともに施設の強靭化につながる耐震対策や耐水対策を図られたい。 

（４）今後の大規模改築更新を迎えるにあたり、豊田市下水道ストックマネジメント計画

に基づいた計画的で効果的な維持管理や更新事業を進めるとともに、更新費用の削

減に向け流域下水道への接続による処理場廃止の検討などを進められたい。 

（５）未普及解消アクションプランに基づく下水道整備の推進と合併処理浄化槽への転換

促進により、引き続き、汚水処理人口普及率の向上に努められたい。 

（６）下水道事業に対する市民の理解は、下水道事業への協力や信頼を得るうえで極めて

重要である。下水道事業の役割や効果、経費負担区分のあり方や経営状況等わかり

やすい情報発信に努められたい。 

    

下水道事業は、市民の重要なライフラインとして都市の健全な発達、公衆衛生の向

上及び公共用水域の水質保全という使命を担っている。「豊田市下水道ビジョン」の

基本理念である『くらしと水環境をささえるライフライン下水道』の実現のため、将

来にわたり持続可能な下水道事業経営に努められたい。 
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審議経過 

当審議会では、令和元年度の決算状況をはじめ、他都市の状況や下水道使用料を始めと

する経営状況の分析とともに令和３年度以降の下水道事業計画、財政収支計画及びそれら

を総括した経営計画など、本市の下水道事業を取り巻く諸情勢を総合的に勘案し、慎重に

検討した。 

回  数 開 催 日 審  議  内  容  等 

第１回 令和２年６月３０日 

○諮問書伝達 
○諮問内容について 
○令和元年度水道事業会計決算について 
○令和元年度水道水源保全事業特別会計決算に 

ついて 
○令和元年度下水道事業会計決算について 
○豊田市の下水道事業について 
・下水道事業の概要 
・下水道事業会計の仕組み 
・次期下水道使用料算定にかかる検討ポイント 

第２回 令和２年７月１４日 

○適正な下水道使用料のあり方について 
・下水道使用料の現状 
・他市との比較 
・現経営計画の概要と評価 
・次期経営計画（案）の概要 

第３回 令和２年８月 ４日 
○適正な下水道使用料のあり方について 
・次期経営計画（案） 
・下水道使用料の方向性 

第４回 

令和２年８月１８日 
（書面開催） 

意見聴取:8 月 19 日 
    ～８月２５日 

○答申（案）審議 
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